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第 ４版はしがき

2009年 ４ 月に本書の初版が、その後、2014年 ２ 月、2019年 ９ 月にそれぞれ第
２版、第 ３版が出版された。第 ３版校了後も多くの法令等の改正が行われ、修
正・加筆が必要な箇所も多くなり、数年前に改訂作業を開始した。当初はもう
少し早く出版する予定であったが、実務上重要な公開買付けと大量保有報告に
関する法令・ガイドラインの改正（2026年 ５ 月 １ 日施行）についてもすべて反
映すべきだと考えて、このタイミングに出版することになった。
金融商品取引法および関連する政府令は、上記のとおり、頻繁に改正されて
いる。前の版の後に公開買付け・大量保有報告に加え、業者規制、発行開示、
継続開示規制、インサイダー取引規制などについても幅広く実質的な改正がな
されており、本書ではこれらを反映させている。
今回も本書は非常に大部になってしまったが、実務で使用していただく際に
有益と思われる項目については相応のページを割かざるをえないことを御理解
賜りたい。
今版も長島・大野・常松法律事務所において金融商品取引法について日頃ア
ドバイスしている経験豊かな弁護士が執筆にあたり、小西真機と清水啓子が取
りまとめを行った。
読者の方々に有用な実務書となるように努めたつもりであるが、皆様から叱
咤激励をいただき、今後も改善・アップデートをしていきたいと思っている。
しかし、大部な書物であることから、短期間で改訂をすることは困難であり、
この第 ４版も従来の版同様数年間はご利用いただきたいと願っている。
本書刊行にあたり、株式会社商事法務の辻有里香氏、宮尾悠子氏および吉野
祥子氏から多大なご支援とご尽力を賜った。ここに改めて御礼申し上げる。

2026年 ２ 月

執筆者を代表して

長島・大野・常松法律事務所
弁護士　石塚　洋之
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